
令和７年度

「美馬市わくわく移住支援事業プラス補助金」

募 集 要 項

大阪圏からの移住者への補助

【 申 請 期 間 】 令和７年１０月 1 日（水）から令和８年２月２７日（金）まで

【提出・お問合せ先】 美馬市 市民環境部 ふるさと振興課

〒７７７－８５７７ 美馬市穴吹町穴吹字九反地５番地

電 話：０８８３－５２－８００９

F A X：０８８３－５５－０６８０

E-mail：furusato@mima.i-tokushima.jp

受付時間：平日午前８時３０分～午後５時１５分



令和７年度「美馬市わくわく移住支援事業プラス補助金」募集要項

徳島県と共同して行う徳島わくわく移住支援事業を活用して、美馬市に移住した者に対して支援することにより、美馬市への移住・定

住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を図ることを目的とします。

・移住支援金

・就職応援金

〈補助金の交付までの流れ〉

対 象
大阪圏（※）から移住してきた世帯
※大阪圏とは京都府、大阪府及び兵庫県のこと

補 助 額
１世帯当たり５０万円（単身の場合は３０万円）
（１８歳未満の世帯員が帯同する場合一人につき最大５０万円加算）

対 象 大阪圏の大学等を卒業し、徳島県内の企業等に就職し、美馬市に移住する者

補 助 額 ３０万円

申請期限 令和８年２月２７日 補助金の交付決定後
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補助金の請求後
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１．目的

２．補助金の内容
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（１）対象要件

○移住支援金

次の要件すべてを満たす場合に、補助対象となります。

□ 大阪圏からの移住者であること。
□ 令和 7年 4月 1日以降に美馬市に転入したこと。
□ 申請時において、市内に住所を有して３か月以上１年以内であること。
□ 申請時において、就労してから３ヶ月以上経過していること。
□ 新規就業者、新規起業者、専門人材、テレワーク従事者、関係人口のいずれかであること。

＊新 規 就 業 者：徳島県の移住支援金の対象としてマッチングサイト（ジョブナビとくしま）に掲載している

求人により就職した者

＊新 規 起 業 者：１年以内に徳島県が実施する創業支援事業に係る創業支援補助金の交付決定を受けている者

＊専 門 人 材：プロフェショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業利用して就業した者

＊テレワーク従事者：所属先企業からの命令ではなく、自己意思で移住し、移住元での業務を継続する者

＊関 係 人 口：民間企業に就職した者、農業に就労している者、起業した者

※関係人口の該当者については、４ページに掲載

□ 補助金の交付を受けた日から起算して５年以内に美馬市外に転出しないことを誓約すること。
□ 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）に定める永
住者若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成３
年法律第７１条）に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

□ 暴力団員又は暴力団員密接関係者ではないこと。
□ 徳島県が新次元・とくしま医療人材確保・養成対策事業により実施する「医師・看護職員を対象とした移住
支援金」の支給を受けていない者で、今後も受ける予定が無いこと。

□ 申請者は、(世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員のいずれも)過去 10年以内に申請者を
含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。(ただし、全額返還した場合や過去の申請時に 18歳未満の世帯
員だった者が、5年以上経過し、18 歳以上となり、徳島県及び美馬市が認める場合を除く。)

□ この補助金と重複する他の公的給付制度を受けていないこと。
□ その他美馬市又は徳島県が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

３．補助金の交付申請について

２



○就職応援金

次の要件すべてを満たす場合に、補助対象となります。

□ 大阪圏からの移住者であること。
□ 令和 7年 4月 1日以降に美馬市に転入したこと。
□ 新規就業者、新規起業者、専門人材、テレワーク従事者、関係人口のいずれかであること。

＊新 規 就 業 者：徳島県の移住支援金の対象としてマッチングサイト（ジョブナビとくしま）に掲載している

求人により就職した者

＊新 規 起 業 者：１年以内に徳島県が実施する創業支援事業に係る創業支援補助金の交付決定を受けている者

＊専 門 人 材：プロフェショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業利用して就業した者

＊テレワーク従事者：所属先企業からの命令ではなく、自己意思で移住し、移住元での業務を継続する者

＊関 係 人 口：民間企業に就職した者、農業に就労している者、起業した者

※関係人口の該当者については、４ページに掲載

□ 就職応援金の申請時において、卒業・修了日から 1年以内かつ就労開始日から 3ヶ月以上 1年以内であるこ
と。

□ 大学又は大学院の卒業・修了年度において、大阪圏内に本部がある大学等の同圏内のキャンパスに在学(原則
4年以上)し、当該大学等を卒業・修了していること。

□ 住民票を移す直前に、連続 1年以上、大阪圏内に在住していること。
□ 補助金の交付を受けた日から起算して５年以内に美馬市外に転出しないことを誓約すること。
□ 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）に定める永住
者若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成３年法
律第７１条）に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

□ 暴力団員又は暴力団員密接関係者ではないこと。
□ 徳島県が新次元・とくしま医療人材確保・養成対策事業により実施する「医師・看護職員を対象とした移住支
援金」の支給を受けていない者で、今後も受ける予定が無いこと。

□ 申請者は、(世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員のいずれも)過去 10年以内に申請者を含
む世帯員として移住支援金を受給していないこと。(ただし、全額返還した場合や過去の申請時に 18 歳未満の世帯員だ
った者が、5年以上経過し、18歳以上となり、徳島県及び美馬市が認める場合を除く。)

□ この補助金と重複する他の公的給付制度を受けていないこと。
□ その他美馬市又は徳島県が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
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（２）関係人口別表

関係人口は、次のいずれかに該当する場合となります。

加えて、次のいずれかに該当する必要があります。

□ 美馬市へふるさと納税を年間 20,000 円以上かつ２年以上行った者

□ ふるさと美馬ファン倶楽部会員であり、同制度を２回以上利用した者

□ 美馬市固定資産税の納税義務者で、過去に固定資産税の滞納がない者

□ 美馬市に３親等以内の親族が複数年在住している者

□ 近畿美馬市ふるさと会の会員で、会費滞納がない者

□ 美馬市おためし住宅を利用したことがある者

□ 美馬市サテライトオフィス体験施設を利用したことがある者

□ 元美馬市民である者

□ 美馬市内の学校に通っていたことがある者

□ 現在２地域居住として美馬市を利用している者（転入する直前まで美馬市で２地域居住していた者を含む）

＊2地域居住：美馬市において、中長期、定期的・反復的に滞在すること等により、当該地域社会と一定の関係を

持ちつつ、大阪圏の住居に加えた生活拠点を持つこと。

□ 民間企業への就職をしている者

□ 農林水産業への就労している者

□ 開業している者

□ 家業等へ就業している者
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（３）補助金の交付申請までの流れ

対象要件を満たす

□ 「（１）対象要件」をすべて満たす

※関係人口の場合、「（２）関係人口

別表」のいずれかに該当する

美馬市役所で取得

□ 住民票の写し（世帯申請は謄本、個人申請は抄本）

前住所地へ依頼

□ 移住元の住民票の除票の写し

以下は該当するものを取得

新規就業者、専門人材、テレワーク従事者の場合

□ 就業証明書（様式第 3号）を取得

新規起業者の場合

□ 徳島わくわく創業支援事業補助金交付決定

通知書

関係人口の場合

□ 該当要件が分かる関係書類

（詳細は、ふるさと回帰推進課へお問い合わ

せください。）

元通勤者の場合

□ 就業証明書等（移住元での在勤地、在勤期間

及び雇用保険の被保険者であったことを確認で

きる書類）

元法人経営者の場合

□ 開業届出済証明書等又は個人事業等の納税

証明書

就職応援金を申請する場合

□卒業証明書など大阪圏内の大学等への通学や

卒業年次であることのの確認ができる書類

申請書類の提出

□ 補助金交付申請書（様式第１号）

□ 誓約書（様式第２号）

□ 住民票の写し(世帯申請は謄本、個人申請は抄本)

□ 前住所地の住民票の除票等の写し

（全員が記載されたもの）

□ 申請者の身分を証明することのできる

証明書の写し

※次の書類は各該当者のみ

□ 就業証明書（様式第 3号）

□ 徳島わくわく創業支援事業補助金交

付決定通知書

□ 就業証明書等（前勤務先）

□ 開業届出済証明書等又は個人事業等

の納税証明書

□ 就職応援金を申請する場合、若しくは大

学在学期間を含める場合、在学期期間の

わかる卒業証明書や成績証明書等

対象要件の確認 補助金の交付申請必要な書類を揃える

ハローワーク

雇用保険被保険者資格取得届出

照会票 → 回答書

で対応可

５

就職応援金の申請を行う場合

卒業証明書や成績証明書の取得に

ついては各教育機関にお問い合わ

せください



（４）補助金の交付申請に必要な書類

提出書類 取得場所 取得時期 取得に必要なもの

□ 補助金交付申請書（様式第１号）
□ 誓約書（様式第２号）

・ふるさと振興課または、
市ホームページからダウンロード

□ 卒業証明書又は、成績証明書等
※就職応援金を申請する場合または、大学在学
期間を含める場合

※就職応援金を申請する場合は在学期間や卒業
年次である事が確認出来る書類。

・各教育機関

□ 住民票の写し
※世帯申請の場合は世帯全員が記載されたもの

・市民課または、
各市民サービスセンター

転入届提出後 □ 印鑑
□ 本人確認書類（免許証等）

□ 前住所地の住民票の除票等
※移住元での在住地、在住期間を確認できる書類

※世帯全員が記載されたもの

・前住所地の窓口 □ 印鑑
□ 本人確認書類（免許証等）

□ 就業証明書（様式第3号）
※新規就業者・専門人材、テレワーク従事者の
場合

・勤務先

□ 徳島わくわく創業支援事業補助金交付決定通
知書
※新規起業者の場合

・徳島県

□ 就業証明書等
※大阪圏での通勤者

・前勤務先等

□ 開業届出済証明書等
□ 個人事業等の納税証明書

※大阪圏での法人経営者又は個人事業主

・大阪国税局等

除票は５年保存

それ以前は戸籍の附票



〈 補助金の交付申請 〉

「大阪圏からの移住者」はどのような人が対象となりますか？

住民票を移す直前の１０年間のうち通算５年以上、住民票を移す直前に連続して１年以上、大阪圏（京都府、大阪府、及び兵

庫県）に在住していた人を対象とします。また、大阪圏に在住しつつ、大阪圏内の大学等へ通学し、大阪圏内の企業等へ就職

した方(雇用保険の被保険者としての就職に限る)については、通学期間も対象期間に加えることができますが、進学期間中に

大阪圏に住民票を異動していた事が必要になります。

移住支援金の対象としたマッチングサイトとはどのようなものがありますか？

徳島県が事業を行っている「ジョブナビとくしま」が対象のマッチングサイトとなります。対象の法人は、徳島わくわく

移住支援金対象法人一覧にてご確認ください。

移住支援金と就職支援金を併せて申請することは出来ますか？

出来ません。移住支援金と就職応援金はどちらも「移住にかかる経費」を支給するものであり、使途を同じくする補助金で

あるため、同一世帯または、同一人物の申請が出来ません。

４．Ｑ＆Ａ
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（１）個人情報の取扱いについて

個人情報の取扱いについては、市において適切に管理します。

また、定住促進に係る情報提供及びアンケート等を送付させていただく場合があります。

（２）補助金の返還について

虚偽の申請その他不正な手段により、補助金の交付を受けた場合、補助金を返還していただきます。

５．注意点
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